
移住・定住 子育て・教育 起業・その他移住・定住 子育て・教育 起業・その他

この情報は2019年11月現在のもので す。利用には条件があります。詳しくはお問い合わせください。

・中学校修了まで通院・入院費無料（３歳以上の通
 院、６歳以上の入院は一部自己負担あり）
・世帯の状況や年齢等により第２子保育料半額、
  第３子以降無料
・奨学金制度（貸与・無利息）

・創業促進事業
  （商工会や事業者と連携し創業をサポート）
・徳島市創業促進事業補助金
  創業予定者等（上限20万円）
  若年UIJターン者（上限50万円）等

・住宅安心リフォーム補助金（最大20万円）
・木造住宅耐震化促進事業補助金（最大110万円）
・空き家リフォーム支援事業補助金
  所有者タイプ（最大20万円）移住者タイプ（最大40万円）
・お試し滞在補助金（1人1泊あたり3千円）

・住宅リフォーム支援事業（最大10万円）
・既存木造住宅耐震化促進事業（最大110万円）

・産後ケア事業（デイサービス、ショートステイ）
・中学校修了まで通院・入院費無料
 （3歳以上は一部600円以内の自己負担あり）
・保育料・児童クラブ利用料減免
・保育所・幼稚園等給食費（副食費）助成
・高校等の入学時奨学金10万円

・創業促進事業（限度額50万円）
・創業融資事業補助金（保証料率0.00%）

・住まいの安全・安心なリフォーム支援事業
  （上限60万円）
・小松島市就農定住支援事業補助金
  （申請日より2年を限度に住居費を支援・
  上限2万円）

・中学校修了まで通院・入院費無料
  （3歳以上は一部自己負担あり）
・多子世帯保育料軽減
・幼稚園・保育所・認定こども園を利用する3歳児以上の副食費無料
・奨学金給付制度（1人月額5千円）

・創業支援事業

・住まいの安全・安心リフォーム支援事業
）円万06～円万04限上（  

・住宅リフォーム補助（最大20万円）
・お試し滞在費補助（1人1泊あたり4000円）
・住んでみんでANAN事業（住宅購入の際フラット35利用で最大60万）

・出産祝金、第1子より1万円
・18歳に達する日の最初の3月31日まで医療費

料無）院入・院通（  
・高校～大学まで無利子の奨学金制度

・創業支援事業（商工会議所）
  セミナー開講（12回）により経営力をレベルアップ

・吉野川市来て観て住んで事業
  （40歳未満の方に最大90万円の住宅取得費用を補助）
・吉野川市新婚世帯家賃補助事業
・木造住宅新築補助事業（市有林材の支給）
・木造住宅耐震改修支援事業（最大120万円）

・出産祝金（第3子5万円、第4子以降10万円ほか）
・0～3歳未満まで通院費無料
・多子保育料軽減
・英検補助事業
・育児用品購入費助成事業（最大8万円）

・吉野川市商業地域活性化支援事業
  空き店舗を活用して小売業等を行う場合補助金
  を交付（家賃月3万円、改装費上限50万円）
・空き家バンク（空き家物件の情報提供）
・創業支援資金保証制度

・空き家情報登録制度（空き家バンク）
・移住交流支援センター（移住相談）
・定住促進リフォーム補助金交付事業（最大40万円）
・木造住宅建築推進事業費補助金（上限50万円）
・住まいの安全・安心なリフォーム支援事業（上限60万円）

・出産祝金、小中学校入学祝金（入学時1万円） 
・18歳の年度末まで通院・入院費無料
・兄弟姉妹が認定こども園等に同時入所の場合
 2人目半額、3人目以降は無料
・奨学金貸与事業（高校生・大学生等）
・チャイルドシート購入補助

・ワンストップ相談窓口（創業支援）
・がんばる企業応援事業補助金（最大30万円）
・放課後児童クラブ10箇所、病児・病後児保育事業2箇所
・奨学金等返還支援事業（最長60ヶ月間）
・信用保証協会信用保証料補助金（保証料率0.00％）

・新婚世帯家賃補助金（月額上限2万円・24カ月）
・結婚新生活支援補助金（上限30万円）
・移住者向けリフォーム支援事業補助金（上限40万円）
・移住・定住住宅取得支援金
 （新築35～100万円、中古20～85万円）
・美馬市UIJターン促進奨学金返還支援補助金

・小学校修了まで通院・入院費無料（中高生は一部自己負担あり）
・0～2歳児の保育料第2子半額、第3子無料
・育児用品購入助成（子ども1人につき2万円）
・児童クラブ利用料軽減
・満1歳誕生記念品贈呈

・美馬市移住創業促進事業補助金
  創業等に要する経費の一部を補助（上限100万円）
・美馬市事業所等設置奨励条例に基づく奨励措置
  固定資産税の免除（3年以内）ほか

・木造住宅推進助成事業（1棟につき50万円）
・三好市移住者支援事業補助金
  四国内から移住（10万円）、四国外から移住（20 万円）
・空き家の改修費（家財撤去費含む）を補助
  （限度額100万円）

・乳児家庭保育支援給付金（月額3万円）
・18歳に達する日の最初の3月31日まで医療費
  （通院・入院）無料（3歳以上は一部自己負担有）
・多子保育料軽減
・育児用品購入費補助（月額5千円）

・創業補助金（最大100万円）
・創業セミナーの実施
・空き店舗等再生支援事業補助金（改修費上限
 150万円）
・就職促進事業補助金（20万円／東京圏は30万円）

・勝浦町定住促進賃貸住宅家賃助成事業
  子育て世帯（上限2万円）、夫婦世帯（上限1万円）
・「移住・定住」新築・空き家改修補助（限度額100万円）

・出産祝金（第1子3万円、第2子5万円、第3子以降10万円）
・18歳に達する日の最初の3月31日まで医療費  

料無）院通･院入（ 
・奨学金返済助成金 
・スクールバス運行（一部地域）

・杉の子基金（起業支援・限度額100万円）
・地域おこし協力隊起業支援補助金
 （限度額100万円）
・新規就農者支援
 （国の補助最大150万円に町が50万円上乗せ）

・美しい集落再生プラン支援事業補助金
 （UIJターン者の新築住宅工事費、中古住宅購入費、 
 空き家登録物件の空き家改修費として50歳以下
 を対象に1/2を補助。上限100万円）
・上勝町児童等転入支度金事業（町内に転入した 
 児童等世帯に支度金30万円を助成）

・出産祝金（第1子10万円、第2子20万円、第3子以降30万円）
・5歳まで健診無料
・15歳に達する日の最初の3月31日までの医療費（入院・通院）無料
・第1子が18歳未満の子どもの保育料等軽減
・小中入学祝金10万円
・放課後児童クラブ利用料無料
・放課後子ども教室（公立塾小中）無料
・中学生各種検定料年1回無料
・中学校は薪ストーブ、小中教室エアコン完備
・スクールバス有

・起業人材確保育成支援事業（お試し暮らし体験
 シェアハウス宿泊費無料、農業体験 インターン制あり）
・地域おこし協力隊起業支援補助金（任期終了前後
 1年間10/10補助、限度額100万円）
・雇用促進推進事業（事業主用 新規雇用者給与
 支援最長24ヵ月）

・佐那河内村空き家リフォーム補助金（上限30万円）
・佐那河内村リフォーム補助金（上限30万円）

・出産祝金（第1子・第2子 5万円、第3子以降10万円）
・18歳に達する日の最初の3月31日まで 医療費

料無）院入・院通（  
・多子保育料軽減
・乳児おむつ助成事業（1人につき月額5千円まで）

・農業集落排水施設接続工事等補助金
  集落排水の接続工事・加入金等を補助（30万円）
  簡易水道の接続工事・加入金等を補助（5万円）

・石井町住まいのリフォーム応援事業
  多世帯同居（新規）の場合（上限３０万円）、
  その他（上限2０万円）
・石井町空き家リフォーム助成事業補助制度（上限 
  50万円）

・ひとり親家庭等入学支度金（小・中学校入学時3万円）
・0歳から中学校修了までの子どもにかかる医療費の一部助成
 ※令和2年4月より、18歳に達する日の最初の3 月31日までに拡大予定
・幼児教育、保育料の無償化
　【保育所】第1子が満18歳未満である場合、第2子 以降の保育料無料
　【幼稚園】全園児の保育料無料（実費徴収分除く）

・創業支援事業
  商工会や事業者と連携し創業をサポート
・創業促進事業補助金（上限10万円）

・神山町移住支援空き家改修補助金（上限100万円）
・神山町若者定住支援住宅新築等補助金
  新築・中古住宅の建築・購入（限度額200万円）
  町内業者による住宅増改築（限度額100万円）
  住宅用地取得（限度額50万円）

・出産祝金（第1子・第2子5万円、第3子以降10万円）
・高校卒業まで医療費（通院・入院）無料
・小学校入学前の乳幼児保育を実施
・「神山町放課後子ども教室」を実施

・結婚祝い金（夫婦一組につき10万円の助成）

・空き家の改修等支援補助金（上限100万円）
・空き家の家財道具処分運搬費補助（上限10万円）
・空き家バンク（空き家物件の情報提供）

・出産祝金2万円
・18歳に達する日の最初の3月31日まで医療費
  （通院・入院）無料
・保育料無償または軽減
・こども園の給食費無料
・もんてこい奨学金制度
・那賀高等学校の遠距離通学費助成

・那賀町工場等設置奨励条例
・那賀町商工業経営改善資金利子補給金
・那賀町創業支援促進利子補給金

・空き家改修等支援補助金（上限20万円）
・空き家バンク（空き家物件の情報提供）

・出産祝金（第1子3万円、第2子以降5万円）
・18歳に達する日の最初の3月31日まで
  医療費（通院・入院）無料

・固定資産税の課税免除（3年間）

・住宅建築資金借入金利子補給金（上限10万円）
・空き家改修補助金（上限200万円）
・結婚祝金（3万円）

・出産祝金（第1子3万円、第4子以降10万円ほか）
・18歳に達する日の最初の3月31日まで
  医療費（通院・入院）無料
・チャイルドシート購入補助（上限1万円）
・3歳以上の保育料無料
・在宅育児応援クーポン（0～2歳）15000円

・美波町小規模事業起業支援制度
  町内で起業する小規模事業者に
  開業資金を融資（100万円以下）

・海陽町産材活用住宅建築推進事業補助金
  町産材活用による新築費（限度額100万円）
・空き家バンク（空き家物件の情報提供）
・空き家改修補助金（限度額100万円）

・18歳に達する日の最初の3月31日ま で医療費
  （通院・入院）無料
・小中学校給食費一部助成（第3子以降は全額助成）
・小中学校入学時体操服購入費助成（上限5千円）

・海陽町ふるさと創造戦略補助金
  開業準備に関する経費補助率2/3以内、
  雇用に関する経費補助率1/2以内
  ※補助金合計の限度額は100万円

・松茂町住まいの安全・安心なリフォーム支援事業
  木造住宅の耐震改修工事とともに行う
  省エネルギー化・バリアフリー化等（上限80万円）
・木造住宅耐震化促進事業補助金（最大110万円）

・中学校修了までの子供にかかる医療費の一部助成
 （0～3歳未満通院費無料、0～6歳未満入院費無料）
・教育、保育施設等に通う3歳以上の子供の給食費助成
 （第1子は所得制限有）
・第1子が18歳に達する年度末まで第3子以降の保育料無料
・奨学金制度（貸与・無利息）

・企業立地奨励事業/奨励措置①固定資産税減
  免措置：3年間100％減免②奨励金の交付：
  新規雇用者1人あたり50万円（上限5000万円）

・北島町住宅リフォーム補助金（上限20万円）
  補修工事やバリアフリー対応工事などが対象

・中学校卒業まで医療費（通院・入院）無料
・町独自の児童館登録事業（預かり）を実施
・町立保育所、幼稚園、小中学校の給食費半額助成

・北島町企業立地奨励条例

・藍住町住まいの安全・安心なリフォーム支援事業
  木造住宅の耐震改修工事とともに行う省エネル
  ギー化・バリアフリー化等（上限60万円）

・１８歳に達する年度末まで医療費（通院・入院）の一部助成
 （６歳以上は1レセプトにつき６００円まで自己負担）
・第１子が１８歳に達する年度末まで第３子以降の保育料無料
・放課後児童クラブの第３子以降の利用料無料
・不妊治療費の助成（上限あり）
・乳児に町指定ごみ袋１００枚無償交付（１回限り）

・商工業者チャレンジ支援事業補助金制度
・中小企業支援専門家派遣事業補助金制度
・がんばる商工業者認定制度
・創業相談会、藍住町創業塾（商工会）
・小規模事業者経営改善利子補給制度

・板野町住まいの安全・安心なリフォーム支援事業
  木造住宅の耐震改修工事とともに行う
  省エネルギー化・バリアフリー化等（上限50万円）

・高校卒業まで医療費（通院・入院）無料
 （高校生は1レセプトにつき600円まで自己負担）
・小中学校の給食費半額助成
・町立保育園・幼稚園給食費無料
・町立保育園・幼稚園保育料無料

・上板町定住促進「住宅取得応援助成金」
  （取得住宅及び敷地の固定資産税相当額を最大5年間助成）
・上板町住宅リフォーム補助金（上限20万円）
・住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金（上限50万円）
・木造住宅耐震化促進事業補助金（上限110万円）

・保育料　2歳児以下の第2子は国基準減免＋町
 独自で減免後の金額をさらに半額に。
 3～5歳児（条件なし）及び第3子以降（条件あり）
 無料

・つるぎ町住宅リフォーム補助金（上限20万円）
・空き家バンク（町HP等を通じて紹介）
・空き農地バンク（町HP等を通じて紹介）

・出産祝金（第1子3万円、第6子以降50万円ほか）
・18歳に達する日以後の最初の3月 31日まで医療費

料無）院入・院通（  
・保育所・幼稚園を利用する3歳児以上の副食費無料
・幼稚園型一児預かり事業を実施

・つるぎ町空き店舗等活用支援事業補助金
  空き店舗に新規出展を行う個人または法人等に
  改修費の補助金を交付（最大50万円）
・つるぎ町定住促進住宅用地分譲

・上板町工場設置奨励条例

・板野町工場等設置奨励条例

・空家改修費補助金（上限100万円）
・空家の家財道具等処分運搬費補助金（上限10万円）
・耐震工事と併せて行うリフォーム支援事業
  （上限80万円）
・老朽危険空家等除去支援事業補助金（上限60万円）

・18歳に達する日の最初の3月 31日まで医療費
料無）院入・院通（  

・幼稚園・保育所の給食費は無料
・不妊治療費助成（年間20万円まで）
・奨学金制度（貸与・無利息）

・利子補給制度（限度額40万円）
  ※借り入れ限度額は最高2千万円
・起業創業支援事業補助金（上限50万円）
・社長塾

★徳島県内でも令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が開始されています。3歳～5歳
までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたちの利用料及び、住民税非課税世帯
の0歳～2歳の子どもたちの利用料は無償化されています。この他にも自治体によって子育て支援
制度が様々ありますので、詳細はお問い合わせください。


